
 

【食品表示基準（平成 27年 3月 20日内閣府令第 10号）（抜粋）】 

 

第二章 加工食品   

第一節 食品関連事業者に係る基準 

第一款 一般用加工食品  

 

（横断的義務表示） 

第三条 食品関連事業者が容器包装に入れられた加工食品（業務用加工食品を除く。以下この節に

おいて「一般用加工食品」という。）を販売する際（設備を設けて飲食させる場合を除く。第六条

及び第七条において同じ。）には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方

法に従い表示されなければならない。ただし、別表第四の上欄に掲げる食品にあっては、同表の

中欄に掲げる表示事項については、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければなら

ない。 

原材料名 １ 使用した原材料を次に定めるところにより表示する。 

一 原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最

も一般的な名称をもって表示する。 

 二及び三 （略） 

２及び３ （略） 

 

（任意表示） 

第７条 食品関連事業者が一般用加工食品を販売する際に，次の表の上欄に掲げる表示事項（特色の

ある原材料等に関する事項にあっては，酒類を販売する場合，食品を製造し，又は加工した場所

で販売する場合及び不特定又は多数の者に対して譲渡（販売を除く。）する場合を除く。）が当該

一般加工食品の容器包装に表示される場合には，同表の下欄に定める方法に従い表示されなけれ

ばならない。 

特色のある原材料等に関する事項 １ 特定の原産地のもの，有機農産物（有機農産物の日本農林

規格（平成１７年農林水産省告示第１６０５号）第３条に規定

するものをいう。），有機畜産物，有機加工食品（有機加工食品

の日本農林規格（平成１７年農林水産省告示第１６０６号）第

３条に規定するものをいう。）その他の使用した原材料が特色

のあるものである旨を表示する場合又は製品の名称が特色の

ある原材料を使用した旨を示すものである場合にあっては，第

３条第２項の規定により原料原産地名を表示する場合（任意で

原料原産地名を表示する場合を含む。）を除き，次の各号に掲

げるいずれかの割合を当該表示に近接した箇所又は原材料名

の次に括弧を付して表示する。ただし，その割合が１００％で

ある場合にあっては，割合の表示を省略することができる。 

① 特色のある原材料の製品の原材料及び添加物に占める重量

の割合 

② 特色のある原材料の特色のある原材料及び特色のある原材

料と同一の種類の原材料を合わせたものに占める重量の割合

（この場合において，特色のある原材料の特色のある原材料及

び特色のある原材料と同一の種類の原材料を合わせたものに

占める重量の割合である旨の表示を表示する。） 

２ 特定の原材料の使用量が少ない旨を表示する場合にあって

は，特定の原材料の製品に占める重量の割合を当該表示に近接

した箇所又は原材料名の次に括弧を付して表示する。 

 

 

参考資料２ 



（表示禁止事項） 

第九条 食品関連事業者は、第三条、第四条、第六条及び第七条に掲げる表示事項に関して、次に

掲げる事項を一般用加工食品の容器包装に表示してはならない。 

 一 （略） 

二 第三条及び第四条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語 

三～十二 （略） 

十三 その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示 

２ （略） 


